
『海とみどりにひろがる交流 文化のまち 葉山』 
を実感できる景観形成をめざして 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
良好な景観形成は一朝一夕にできるものではありません。大事なことは、町民、事業者、町それ

ぞれが主体的に良好な景観形成の理念への理解を深め、自らの役割を全うすることが求められます。

長い時間がかかる活動になりますが、創意工夫を施し、粘り強く取り組み続け、将来にむけてひと

つでも多くの葉山らしい良好な景観を育んでいきましょう 

葉山の景観づくり 



 

 『景観法』は、良好な景観形成に対する基本となる考え方（基本理念）や役割（責務）

を定めました。本町においても、住民、事業者、行政それぞれが法に定める理念の理解を

深め、それぞれが主体的に、また協働しながら具体的な取り組みを進めることとします。 

 ■５つの基本理念 

  １ 良好な景観は現在および将来における国民共通の資産  

   良好な景観は、現在はもちろんのこと、将来においても国民共通の資産であることを認識して、整備

や保全が図られなければなりません。 

  ２ 良好な景観形成を図るためには適正な制限による調和のとれた土地利用が必要  

良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動などとの調和により形成される

ものであることから、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用などにより、その整備や保全が図

られなければなりません。 

  ３ 良好な景観は、地域の個性や特色を伸ばす多様な形成が必要  

    良好な景観はそれぞれの地域においてこれまで育まれてきた暮らしや文化などと密接に関連する

ことから、その地域に暮らす人々の意向を踏まえ、画一的なものでなく、多様な形成が図られなくて

はなりません。 

  ４ 良好な景観形成は、地域の活性化に資するよう、住民、事業者および行政の協働 

により進められることが必要  

    良好な景観は、観光をはじめ地域の活性化に大きな役割を担うものですので、その形成を図るた

めには、住民、事業者と町により一体的な取り組みがなされなければなりません。 

  ５ 良好な景観形成には、保全だけでなく新たな創出も必要  

    良好な景観は、現にあるものを保全することだけではなく、新たに良好な景観をつくりだすよう

に取り組まなければなりません。 

 

 ■町・町民・事業者の責務（役割） 

 
 
 
 
 
 
 
 

町民 

町 事業者 

■ 良好な景観づくりの基本理念等 

良好な景観形成の促進に関し国と
の適切な役割分担を踏まえて、その区
域の自然的社会的諸条件に応じた施
策を策定し、実施します 

良好な景観形成に関する理解を深め、良好
な景観形成に積極的な役割を果たします 
 
行政が実施する良好な景観形成に関する

施策に協力します 

土地の利用等の事業
活動に関し、良好な景観
の形成に自ら努めます 
 
行政が実施する良好

な景観形成に関する施
策に協力します 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
葉山らしさを実感できる景観は、「海とみどりにひろがる交流 文化のまち 葉山」が感

じられる景観といえます。具体には「自然景観」という実体的な魅力のほか、優れた自然

環境に非日常的で上質な生活観が融合したことによって生まれた文化的な魅力を象徴する

住宅景観や交流景観（以下「生活文化景観」という。）に大別します。 

特に、葉山に住む人々の誇りを高め、市民生活や産業等に大きな付加価値を与える生活

文化景観については、より積極的にその形成を進めます。 

また、住宅景観や交流景観については、その地形や歴史的要因などからそれぞれの地域

における景観特性があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 良好な景観づくりのしくみ 

葉 山 町 景 観 計 画 

 
町が『景観法』に定める景観行政団体として、法に基づく施策を実施し

ていくための景観に関する基本計画で、主に次のことを定めてあります 

１序論（景観計画の位置付け・景観計画の策定にあたって） 

2 景観法の規定に基づき定める事項 

3 良好な景観の形成に向けて（スケジュール・施策の目標と主な取り組み 

良好な景観の形成に関する方針 

景観重要建造物および景観重要建造物の指定の方針 

景観重要公共施設に関する事項 

景観計画の区域 

行為の制限に関する事項（届出対象行為と措置の基準） 

屋外広告物の制限に関する事項 

景  観  法 

葉山町景観法 

施行条例施行規則 

葉山町景観法 

施 行 条 例 

■ 葉山らしさを実感できる景観 

その他の
生活文化景観

生活文化景観

調和

住宅景観 交流景観
自然景観

山
海岸
河川
など

丘陵団地住宅

旧別荘地・住宅

交流店舗・住宅

海浜交流

田園交流

など
など



 
 
 
 
   ○景観計画の変更の提案制度 

    良好な景観は、それぞれの地域における暮らしや文化などと密接に関連することから、その地域

に暮らす人々の意向を踏まえたものでなくてはなりません。このことから、町民などは、一定の要件

を備えている場合は、町に対し、景観計画の変更を提案することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ○景観重要建造物および景観重要樹木の指定の提案制度 

     建物や樹木を所有者は、その建物や樹木が良好な景観の形成に重要なものであり、一定の基準に

該当する場合には、町に対し、景観重要建造物や景観重要樹木の指定を提案することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 町民と町との協働で進める良好な景観づくりの方策 

■町民から町への提案制度 

〔提案できる者〕 

・町民（一人でも、数人で共同してでも可） 
・まちづくりの推進を図る活動を目的とするＮＰＯ法人または公益法人 
・葉山町まちづくり条例に基づき認定された地域まちづくり推進協議会 

〔提案できる要件〕 
・提案する区域の面積は一団で３，０００㎡以上。 
・景観計画の素案 
・提案する区域内の権利者（土地の所有者、借地権者）の３分の２以上で、かつ区域

内面積の３分の２以上の面積の権利者の同意 

〔提案できる者〕 

・提案する建物や樹木の所有者（提案する者以外の所有者がいる場合は、

その全員の合意が必要） 

建造物や樹木
の所有者

提 案
町

結果回答

景観重要建造物
景観重要樹木 の指定

指定方針に
照らし判断

建造物や樹木
の所有者

提 案
町

結果回答

景観重要建造物
景観重要樹木 の指定
景観重要建造物
景観重要樹木 の指定

指定方針に
照らし判断

〔提案できる基準〕 
・地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物（これと一体となって良好な景観を

形成している土地その他の物件を含む）の外観や樹木の樹容が景観上の特徴を有

し、町の良好な景観の形成に重要なものと認められること 
・道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見できるもの 
 

町 民

地域まちづくり推進協議会

ＮＰＯ法人・公益法人

提 案
町

景観計画の変更

結果回答

町都市計画
審議会

意見聴取

意 見

必要性を
判 断

町の判断

町 民

地域まちづくり推進協議会

ＮＰＯ法人・公益法人

提 案
町

景観計画の変更

結果回答

町都市計画
審議会

意見聴取

意 見

必要性を
判 断

町の判断

〔指定方針〕 
・「提案できる基準」と適合してること 
・所有者の同意または合意があること 
・建造物（これと一体となって良好な景

観を形成している土地その他の物件を

含む）については、建造物の所有者が

公共財として認め、町民誰もの使用を

妨げないものであること 



 
   ○地域まちづくり制度の活用による景観まちづくり 

     葉山町まちづくり条例に基づく地域まちづくり制度を活用することにより、身近なところから景

観まちづくりをはじめ、良好な景観形成を目的とした地域まちづくり基本構想やまちづくり協定に

よるルールの策定へと発展させ、最終的には、町による「景観地区」の都市計画決定に向けて、町

民と町とが協働で活動を進めることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○景観計画に掲げる取り組みの実現 
     景観計画の「第３章 良好な景観の形成に向けて」は、平成 22年度から平成 24年度までの 3年

間を景観施策の「変革期」と捉え、良好な景観の形成に向けた“しくみづくり”を重視しながら景

観施策を再構築する期間とし、具体的な施策を進めます。 
     町では、これらに掲げる施策を実施していくにあたっても、意向調査やイベントなどを行い、町

民の皆さんの意見を聴きながら進めていきます。 
 
 《主な取り組み事例》 
 □良好な景観の形成に取り組む町民活動を活発にする 
¾ 町民と連携し、実践的な景観づくり事業を企画、実施します 
¾ コミュニティ単位で町民が景観形成をはじめる「きっかけ」となる事業を企画実施します 

 □生活文化景観を優先的、先行的に形成する地域又は軸を選定し、その準備を行う 
¾ 生活文化景観を優先的、先行的に創造する地域の選定に関する事項をはじめ、景観に関する民

意を広く把握するための調査を実施します 
¾ 町民と行政との協働により地域又は軸を選定します 
¾ 選定した地域又は軸における施策や事業等の趣意を明らかにします。 

 
 

■町民による景観まちづくり 
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■町による景観まちづくり 



 
 
景観を構成する様々な要素で景観に与える影響が大きい行為のうち、一定規模以上の物件の堆積

や木竹の伐採については画一的な基準で規制誘導することとし、景観法に基づく届出対象行為に位

置付け、事前に町に届出をいただき、基準への適合を審査することで良好な景観の形成に努めます。 
なお、建築物の建築、工作物の建設や開発行為などはすべて、景観法に基づく届出行為の適用除

外とし、葉山町まちづくり条例に基づく協議制度により、規制誘導を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ○景観計画区域内行為（変更）届出書（規則第 2号様式） 
  ○木竹伐採計画書（規則第 3 号様式）又は屋外における物件の堆積計画書（規則第 4

号様式） 
 《添付図書》 

対 象 行 為 
図   書 

種  類 縮  尺 明示すべき事項等 

共  通 

付近見取図 2,500分の1以上 方位、道路及び目標となる土地、建物等、行為の位置 

計画平面図 600 分の 1以上 行為内容及び施行方法、行為前の土地の状況と行為後の土地の状況 

現 況 写 真  行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真 

屋外における物件の堆積 
のみ 

縦横断面図 600 分の 1以上 行為内容及び施行方法、行為前の土地の状況と行為後の土地の状況 

 

■ 行為の届出 

届出制度

（景観法第16条第1項）

協議制度

（複合条例）

画一的な基準で規制する行為

適用の除外（景観法第16条第7項ほか）

定性的なものに配慮した基準で規制する行為

良好な景観の形成に影響を及ぼす行為

建築物の建築・開発行為その他の土地利用木竹の伐採・物件の堆積

■届出の流れ 

対
象
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指
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告
に
よ
る
修
正

※届出より30日以内
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※届出より30日以内

■届出必要書類 



 
表中の左欄に該当する行為を届出が必要な行為とします。このうち、表中の右欄に該当する行為は届

出を要しない行為とします。 
 

N o 届出対象行為 届出の適用除外 

1 木 竹 の 伐 採 

〈景観法第 16 条第 7項第 11 号の規定に基づき景観行政団体が定める行為〉 

¾ 高さが 10 メートル未満の樹木かつ面積が 300 平方メートル未満の土
地における木竹の伐採 

¾ 商業系地域、沿道系地域、住居系地域における木竹の伐採 
 

〈景観法第 16 条第 7項第 1号に定める行為の概要〉 

¾ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 
¾ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 
¾ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 
¾ 仮植した木竹の伐採 
¾ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 
¾ 農業、林業又は漁業を営むために行う木竹の伐採（ただし森林の皆伐
を除く） 

2 
屋 外 に お け る 

物 件 の 堆 積 

〈景観法第 16 条第 7項第 11 号の規定に基づき景観行政団体が定める行為〉 

¾ 工事に必要な物件の堆積で、当該工事現場において当該工事の施工期
間を超えないもの 

¾ 一般国道・県道の両外側から 30 メートル以内にある面積が 300 平方
メートル未満の土地における物件の堆積又は高さが 1.5 メートル以

下の物件の堆積 

¾ 市街化区域で面積が 500 平方メートル未満の土地又は市街化調整区
域で面積が 1,000 平方メートル未満の土地における物件の堆積又は

高さが 1.5メートル以下の物件の堆積 

 

〈景観法第 16 条第 7項第 1号に定める行為の概要〉 

¾ 建築物の存する敷地内で行う高さが 1.5 メートル以下の物件の堆積 

- ― 

〈景観法第 16 条第 7項第 11 号の規定に基づき景観行政団体が定める行為〉 

景観法第 16 条第 1 項第 1号から第 3 号の規定により届出が必要な次に掲

げる行為は全て適用除外とします 

¾ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる
修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

¾ 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる
修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

¾ 都市計画法第 4条第 12 項に規定する開発行為 

＊ その他の届出の適用除外については、景観法第 16条第 7項のとおりです 

＊ 商業系地域、沿道系地域、住居系地域の地域区分については、「届出対象行為に対する勧告又は措置

の基準（次頁）」のとおりとします 

 
 
 
 

■届出対象行為と届出の適用除外行為等 



 
   景観法第 8条第 3項第 2号の規定に基づき景観計画に定める景観法第 16条第 3項の勧告又は同条第 6

項の措置の基準について、適正な土地利用の規制・誘導に係る協議制度の基準を踏まえながら、次のと

おり定めます。 

 

No 対象行為 

行為地 

商業系地域 沿道系地域 住居系地域 住居・自然系地域 自然系地域 

近隣商業地

域 

一般国道・県

道の両外側

30ｍ以内に

ある第一種

住居地域 

一般国道・県

道の両外側

30ｍ以内に

ある第一種

住居地域以

外の地域（自

然系区域を

除く） 

他の地域以

外にある第

一種中高層

住居専用地

域・第二種中

高層住居専

用地域・第一

種住居地域 

第一種低層

住居専用地

域又は風致

地区・近郊緑

地保全区域

内にある第

一種中高層

住居専用地

域・第一種住

居地域（沿道

系地域を除

く） 

市街化調整

区域（沿道系

地域・自然系

地域を除く） 

市街化調整

区域にある

風致地区・近

郊緑地保全

区域 

1 木 竹 の伐採 ― 

¾ 開発行為や建築行為等のために
必要な最小限度の木竹の伐採で

あること 

¾ 森林の択伐又は伐採後の成林が
確実である森林の皆伐であるこ

と 

¾ 補植に努めること 

2 
屋外における 

物 件の堆積 

¾ 堆積の高さは 5メートル以下であること 
¾ 堆積物の端から堆積をする土地の境界までの距離が 1メートル以上あること 
（道路に接する部分は 1.5 メートル以上とする） 

¾ 堆積物を遮蔽する塀は次の基準のとおり設けること 
・塀の高さは 3メートル以下で堆積物の高さと同程度であること 

・塀の材質、色彩は周囲の景観に配慮したものとすること 

・塀の構造は一部が透視できるものとすること 

¾ 堆積物を遮蔽する塀と道路の間
に植栽帯又は格子等を設け、より

周囲の景観に配慮すること 

― 

 
 
 

問合せ先 

葉山町 都市経済部 都市計画課 都市計画係 

電話（０４６）８７６－１１１１ 内線３５１・３５３ 

〒２４０－０１９２ 三浦郡葉山町堀内２１３５ 

 

■届出対象行為に対する勧告又は措置の基準 


